
様式第１号                  

審 査 基 準 整 理 票 
 

   処分名  
 
給食の提供を受けない児童の費用の徴収に関する基準 

 

  根拠法令名 
 
大津市立認定こども園の管理運営に関する
規則（令和5年8月15日規則第59号） 

（条項）第８条第２項第１号ウ及

び第２号ウ 

  基準法令名 
 
大津市立認定こども園の管理運営に関する
規則（令和5年8月15日規則第59号） 

（条項）第８条第２項第１号ウ及

び第２号ウ 

   所管部署   こども未来部 保育入所課 

  標準処理期間         30日   法定処理期間      ― 日 

 【審査基準】 ・文書の名称【 ― 】 

        ・掲載図書等【 ― 】 

        ・内容    ■ 全部記載   □一部・項目のみ記載 

 

 

 大津市立認定こども園の管理運営に関する規則第８条第２項第１号ウ及び第２号ウに定める給

食の提供に要する費用について、下記のとおり取扱いするよう基準を定める。 

 

 

１ 給食の提供にあたっては、園の休園を除いては、月を単位として行い、金額は下記のと

おりとする。 

  

(1) 公立認定こども園（保育園部） 

  ア 主食のみ提供   1,000円 

  イ 副食のみ提供   4,500円 

  ウ 給食の提供なし    0円 

   

(2)  公立認定こども園（幼稚園部） 

  ア 主食のみ提供    840円 

  イ 副食のみ提供   2,960円 

  ウ 給食の提供なし    0円 



 

２ 健康上の理由その他特別の理由に該当する事由は下記のいずれかに該当する場合をい

う。 

  ア アレルギー 

イ 宗教上の理由 

ウ 園児の入院等による欠席 

エ 保護者の里帰り出産・入院による欠席 

オ 偏食（克服が困難と見込まれる場合） 

（ウ、エについては、認定継続について、別途確認が必要） 

 

３ 健康上の理由その他特別の理由によって給食の一部又は全部の提供を受けない場合は、保

護者からの申請をもって、第１項各号のア、イ、ウに該当する費用を徴収する。申請は前月

末日までに理由を付した申請書を保育幼稚園課へ提出するものとする。 

  なお、申請は年度ごとに提出するものとする。 

 

４ 保育幼稚園課は第３項の申請を受け、給食費の一部又は全部を免除する場合は、次の事項

を保護者及び施設長あて通知する。 

   

  ア 免除後の給食の提供に要する費用 

  イ 該当月 

  ウ 該当理由 

 

（留意事項） 

 免除期間において、該当事由の変更等により、１日でも給食の提供を受けた場合は、その

月の免除を遡って取消する。施設長においては、その旨、すみやかに保育幼稚園課へ報告し

なければならない。 

 

 

参 考 

 

[根拠法令] 

 

 

大津市立認定こども園の管理運営に関する規則 

 

(給食の提供) 

第8条 条例第7条の規定による給食の提供は、月を単位として行う。 

  

2 条例第7条の規定により給食の提供に要する実費に相当する額として市長が定める額(以下

「給食費」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、教育・保

育給付認定子ども1人1月につき当該各号に定める額とする。 

 

(1) 満3歳以上保育認定子ども 次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該アからウ

までに定める額 

 

 



 

ア イ及びウに掲げる者以外の者 5,500円 

 

イ 次のいずれかに該当する者 1,000円 

 

(ア) 当該満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付

認定保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が57,700円(特定教育・保育

給付認定保護者にあっては、77,101円)未満である者 

 

(イ) 負担額算定基準子どもが3人以上いる世帯に属する者であって、負担額算定基準子ども(そ

のうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に該当するもの 

 

(ウ) 当該満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育

給付認定保護者と同一の世帯に属する者(特定被監護者等が3人以上いる世帯に属する者

に限り、(ア)又は(イ)に掲げる者を除く。)の市町村民税所得割合算額が97,000円未満

の者であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を

除く。)に該当するもの 

 

ウ 健康上の理由その他特別の理由によって給食の一部又は全部の提供を受けない者  

5,500円を上限として市長が別に定める額 

 

(2) 教育認定子ども 次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該アからウまで

に定める額 

 

ア イ及びウに掲げる者以外の者 3,800円 

 

イ 次のいずれかに該当する者 840円 

 

(ア) 当該教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者 

 

(イ) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる世帯に属する者

であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除

く。)に該当するもの 

 

(ウ) 当該教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者(特定被監護者等が3人以上いる世帯に属する者に限り、

(ア)又は(イ)に掲げる者を除く。)の市町村民税所得割合算額が97,000円未満の者であ

って、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)

に該当するもの 

 

ウ 健康上の理由その他特別の理由によって給食の一部又は全部の提供を受けない者  

3,800円を上限として市長が別に定める額 

 

 

 


